
(第 １条関 係 )寒川 町行 政不 服審 査法施 行条 例新 旧対 照表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(手 数料の 額等 ) (手 数料の 額等 )  

第 3条  法 第 3 8条 第 6項 の 規 定 に よ り 読 み

替 え て 適 用 す る 同 条 第 4項 (他 の 法 令 に

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 )の 規 定 に

よ り 納 付 し な け れ ば な ら な い 手 数 料 (以

下 「 手 数 料 」 と い う 。 )の 額 は 、 次 の 表

に 定め ると おりと する。この 場合 に おい

て 、両面に 複写 され 、又 は出 力さ れた用

紙 に つ い て は 、 片 面 を 1枚 と し て 手 数 料

の 額を 算定 する。  

第 3条  法 第 3 8条 第 6項 の 規 定 に よ り 読 み

替 え て 適 用 す る 同 条 第 4項 (他 の 法 令 に

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 )の 規 定 に

よ り 納 付 し な け れ ば な ら な い 手 数 料 (以

下 「 手 数 料 」 と い う 。 )の 額 は 、 次 の 表

に 定め ると おりと する。この 場合 におい

て 、両面に 複写 され 、又 は出 力さ れた用

紙 に つ い て は 、 片 面 を 1枚 と し て 手 数 料

の 額を 算定 する。  

交 付の 方法  金 額  

日 本 工 業 規 格 A列 3番 (以 下 「 A 3」 と

い う 。 )ま で の 大 き さ の 用 紙 の 片 面

又 は両 面に 白黒で 複 写 し、又は 出力

し たも のの 交付  

1枚 に

つ き 1

0円  

(略 ) (略 ) 
 

交 付の 方法  金 額  

日 本 産 業 規 格 A列 3番 (以 下 「 A 3」 と

い う 。 )ま で の 大 き さ の 用 紙 の 片 面

又 は両 面に 白黒で 複写 し、又は 出力

し たも のの 交付  

1枚 に

つ き 1

0円  

(略 ) (略 ) 
 

2・ 3 （略 ）  2・ 3 （略 ）  

～ 略～  ～ 略～  

 

 

 

(第 2条 関係 )寒 川町 手数 料条 例新 旧対照 表  

現 行  改 正案  

第 1条   (略 ) 第 1条   (略 ) 

(手 数料を 徴収 する 事務 及び その 額 ) (手 数料を 徴収 する 事務 及び その 額 )  

第 2条  （ 略）  第 2条  （ 略）  

2 手数料 の件 数の 単位 は、次の 各号 によ

る 。  

2 手数料 の件 数の 単位 は、次の 各号 によ

る 。  

(1)～ (3) （略）  (1)～ (3) （略）  

(4) 前項 第 1号ネ の写 しに つい ては、公

簿 及び 公文 書は 1枚 を 1件 とし、図面に

あ つ て は 日 本 工 業 規 格 A列 3番 ま で ご

と に 1件と する 。  

(4) 前項 第 1号ネ の写 しに つい ては、公

簿 及び 公文 書は 1枚 を 1件 とし、図面に

あ つ て は 日 本 産 業 規 格 A列 3番 ま で ご

と に 1件と する 。  

(5)・ (6) （略）  (5)・ (6) （略）  

～ 略～  ～ 略～  

 

 



 

(第 3条 関係 )寒 川町 火災 予 防 条例 新旧対 照表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(避 雷設備 ) (避 雷設備 ) 

第 1 6条  避 雷 設 備 の 位 置 及 び 構 造 は 、 消

防 長 が 指 定 す る 日 本 工 業 規 格 に 適 合 す

る もの とし なけれ ばな らな い。  

第 1 6条  避 雷 設 備 の 位 置 及 び 構 造 は 、 消

防 長 が 指 定 す る 日 本 産 業 規 格 に 適 合 す

る もの とし なけれ ばな らな い。  

2 （略）  2 （略）  

～ 略～  ～ 略～  

 

 

 

(改 正附則 ) 

現 行  改 正案  

 附  則  

 こ の条 例は、平成 31年 7月 1日 から 施行す

る 。  

 


